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第１９５回 防衛調達審議会議事要旨 

 

 

１ 日時 

令和７年８月２７日（水）１０時００分～１２時００分 

 

２ 場所 

防衛省庁舎Ｄ棟３階第１庁議室 

 

３ 出席者 

（委 員） 

田内会長 柴山会長代理 石田委員 片岡委員 清水委員 西谷委員 林委員 

 

（防衛省） 

防衛装備庁 滝澤長官官房審議官、装備政策部長代理装備政策課統括企画官、藤重調

達管理部長、鈴木調達事業部長、秋田監察監査・評価官（事務局） 

統幕後方計画部長代理後方計画課長、陸幕装備計画部長代理装備計画部装備計画課補

給管理班長、星海幕装備計画部長、空幕装備計画部長代理整備・補給課輸送補給室計

画班長 

 

４ 議題 

（１）潜水艦修理契約に関する特別防衛監察の最終報告（概要）及び再発防止策について 

（２）随意契約に係るサンプリング調査審議（令和６年度 海上自衛隊補給本部） 

（３）１者応札・１者応募案件に係るサンプリング調査審議及び仕様書等に係るサンプリ

ング調査審議（令和６年度 海上自衛隊） 

（４）入札状況報告（令和５年度 第３・第４/四半期）（令和６年度 第１・第２/四半期） 

（５）次回の日程等 

 

５ 議事概要 

（１）潜水艦修理契約に関する特別防衛監察の最終報告（概要）及び再発防止策について 

潜水艦修理契約に関する特別防衛監察の調査状況について、防衛省大臣官房訟務

管理官、防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官（艦船担当）及び調達管理部か

ら説明を行った。 
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（２）随意契約に係るサンプリング調査審議（令和６年度 海上自衛隊補給本部） 

令和６年度に海上自衛隊補給本部が締結した契約の中から、サンプリング調査審議

の対象として委員が抽出した「情報処理サブシステムＯＹＸ－１（）の維持管理」に

ついて審議を行った。 

 

  （情報処理サブシステムＯＹＸ－１（）の維持管理の概要） 

 本契約は、艦艇等に装備されている国産電子計算機及びコンソール等（情報処理サ

ブシステムＯＹＸ－１）を維持管理するための役務請負契約である。 

 

【事前調査における論点等】 

① 外注の割合が大きいが、元請会社と下請会社との価格交渉について、その経緯を示

した上で官はその適切性についてどのように検証しているのか（取り組んでいる工

夫を含め）について具体的に説明されたい。また、外注が多岐にわたっているが、元

請会社と下請会社の業務分担の実態と情報及びシステムの安全性をどのように確保

しているのか具体的に説明されたい。 

 

②  平成２６年度以降の過去実績の推移（履行内容、履行期間、金額、メンテナンス対

象の内容等）及び契約金額の増減理由について詳細に説明されたい。また、本件は重

要なサブシステムの維持管理として長年継続している契約であるが、その過去実績

を踏まえ今後の適切な調達方法としてＰＢＬの活用などを含め課題と改善点につい

て説明されたい。 

 

【本審議】 

（資料に基づき防衛省側から説明） 

 

（情報処理サブシステムＯＹＸ－１（）の維持管理） 

事前調査の論点①及び②について 

委：ＰＢＬ等の採用を検討しているとのことだが、検討内容について具体的に説明され

たい。 

防：ＰＢＬを採用する場合、具体的な数値が必要となるため、サービス重視の観点から

海自ですでに実績のあるＦＦＭ維持整備態勢をモデルとした、要求水準仕様の検討

を始めているところである。 

 

（３）１者応札・１者応募案件に係るサンプリング調査審議及び仕様書等に係るサンプリ

ング調査審議（令和６年度 海上自衛隊） 
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【１者応札案件に係るサンプリング調査審議案件１件】 

① 航空武器等用部品（官給用）ＳＯＮＯＢＵＯＹ ＤＩＳＰＥＮＳＥＲ 

 

【１者応募案件に係るサンプリング調査審議案件１件】 

② 航空機等の部品表の整備 

 

【仕様書等に係るサンプリング調査審議（複数者応札）案件１件】 

③ 航空タービン燃料Ｊｅｔ Ａ－１（バルク） 

 

【事前調査における論点等】 

① 航空武器等用部品（官給用）ＳＯＮＯＢＵＯＹ ＤＩＳＰＥＮＳＥＲ 

・社給品から官給品に変更した背景及びその妥当性（過去実績において社給品の場合と

官給品の場合の入札・契約金額の比較も含め）について具体的に説明されたい。また本

件以外にもこのようなケースがあるのかについても併せて示されたい。 

・官給品であれば計画的に調達できると考えるが、本件の場合、競合会社は納期が短い

ため参加できなかったと回答していることから通常想定しうる納期より短かったもの

と思料する。本件の納期設定の考え方及びその妥当性（公告日数、調達数量等）につい

て詳細に説明されたい。 

・当該品は新造製造契約へ官給するものとしているが、本件の場合、新造製造会社のみ

が入札参加していることから、事前に当該品の調達時期を予測しやすい者が有利にな

るのではないかと考える。また、当該品の官給先である新造製造会社が落札したので

あれば官給品とする意味が失われると考えるが、これらについて具体的に説明された

い。 

 

② 航空機等の部品表の整備 

・仕様書２．２「対象機器等」を特定せず、「海上自衛隊が保有する航空機（○○を除

く）と」という記載にした理由を説明されたい。また、契約相手方と各機器構成品等の

製造会社のそれぞれの役務内容、契約金額及びその比率について説明されたい。 

・当該対象機器は哨戒機であると想定するが、契約相手方が製造会社ではなく、システ

ムを担当した富士通を想定した１者応募となったのかその理由及び経緯について具体

的に説明されたい。 

・本件においてＳＡＰに関する一般的な知見ではなく、海自造修整備補給システムにつ

いての知見を要している理由について具体的に説明されたい。また、ＳＡＰを導入し

ている会社は複数あり、富士通以外でも応募要件を満たす者があると思うが、他社へ

の積極的な声掛け等しなかった理由及びその合理性について詳細に説明されたい。 
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・本件を長期公募にしている理由や改善措置、特に「必要な措置」について具体的に説

明されたい。 

 

③ 航空タービン燃料Ｊｅｔ Ａ－１（バルク） 

・公募と契約それぞれの具体的な内容及び公募と契約の関係を含め本件調達の流れを

詳細に説明されたい。 

・公募要件が「本邦以外の空港及び軍用基地等」と抽象的であるが、このような記載と

なった必要性、合理性を競争性の確保の観点から調達手続き全体を踏まえて説明され

たい。 

・入札した３者の給油可能な空港について全て示されたい。また、中川物産を落札者と

した理由（応札金額、給油可能な空港等）について詳細に説明されたい。 

 

【本審議】 

（資料に基づき防衛省側から説明） 

① 航空武器等用部品（官給用）ＳＯＮＯＢＵＯＹ ＤＩＳＰＥＮＳＥＲ 

委：官が調達要求する前に新造機を製造する川崎重工業は当該品の調達数量や納期等

調達内容について予測可能であり競合会社と比べ有利になると考えるが、公正性の

観点から官としてこの点についてどのように考えているのか説明されたい。 

防：新造機の計画については防衛力整備計画等で公表されているためおよその調達内

容については競合会社も予測可能であり、調達要求前に競合会社がリスクを取って

落札するか否か不確定な当該品を発注することは個々の会社の経営判断であると

考える。ただし、ご指摘のとおり川崎重工業がより早く当該品の調達要求内容を予

測可能であることは否めない一方、他者の入札参加の可能性が全くないとも言えな

いため、一般競争を継続していくことで競争性を確保していきたいと考えている。 

委：落札するか否かが不確定な状況においての会社側のリスクを比較すると、やはり

新造機を製造する川崎重工業が有利であり、不公平感を感じるこの点についてどの

ような改善をする予定か。 

防：このような１者応札の状況が継続する場合は、今後、長期契約等も含めたインセ

ンティブがある新たな契約方式を検討していきたいと考える。  

 

② 航空機等の部品表の整備 

委：改善措置について「必要な措置」と抽象的な記載となっているが、今後は具体的

に明示されたい。 

防：承知した。 
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③ 航空タービン燃料Ｊｅｔ Ａ－１（バルク） 

委：結果的に１者のみ入札参加しているが、入札を辞退した会社の辞退理由について

説明されたい。 

防：履行体制や人手確保が困難等であると聞いている。 

委：類似契約を含め入札参加が１者となることはよくあることなのか。 

防：複数者参加する場合が多い。 

委：一般的に１者のみ入札参加となる場合は、過去の実績等含め妥当であるかどうか

慎重に検討されたい。 

防：過去実績等含め総合的に考慮し慎重に検討しているところ、今後も引き続き検討

していきたい。 

 

（４）入札状況報告（令和５年度 第３・第４/四半期）（令和６年度 第１・第２/四半期） 

各機関等が行う入札について、防衛省大臣官房監査課から報告を行った。 

 

（５）次回の日程等 

次回は１０月１５日（水）の開催の予定。詳細については、事務局から後日連絡。 


